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修正箇所：１（２）のみ（五十嵐委員からご指摘をいただきました）

見え消し版

次期委員会への申し送り事項（案）

道州制特別区域提案検討委員会

（任期： H19.7.30 ～ H21.7.29 ）

１ 総括的な事項

（１）審議の進め方について

○ 道民提案を募集し、それをもとに審議していくというこれまでの手法については、

道民のニーズに応えた提案を直接国に届けることで、道民に道州制や道州制特区

を理解していただくという点などに大きな意義がある。

○ 寄せられた道民提案の背景や提案に関わる道内の実情をより的確に把握するた

め、関係者からの意見聴取は重要であることから、今後も、地域や関係団体等の意

見が審議に反映されるよう、意見聴取の機会を多く設ける必要がある。

（２）審議・答申分野について

○ 道民提案（３１４件）については、一通り審議を終了し、「地域医療」、「食やくらし

の安全・安心」、「環境」、「観光」、「地域再生・地方自治」など、多岐にわたる分野に

ついて、２７項目の答申を行ったところであるが、今後は、本道の特性（農業や観光

が基幹産業の一つであること、豊かな自然環境に恵まれていること、安全・安心な食

を提供していることなど）や現状（地域医療体制の崩壊の危機、少子・高齢化の進

展、雇用・経済の悪化など）を踏まえ、本道の持つ強みをさらに強めるような分野

や、弱みの克服につながるような分野において、関係分野の審議会等との連携や

関係団体との意思疎通に配慮を図るよう努力しながら、さらに審議を重ねていく必

要がある。

（３）道民提案について

○ 道民から寄せられた貴重な道民提案を、より有効に活用していくことが大切であ

り、審議を一旦終了したものについても、再検討する必要がある。したがって、地域

医療をはじめ、経済、環境、福祉、地方自治など多種多様な内容を含む、これまで

の道民提案（３１４件）についても、さらなる活用を図っていくことが有効な方策の一

つである。

○ 道民提案については、募集そのものが道州制特区の普及啓発につながるもので

あること、また、「特区提案によらなくても対応可能なもの」と第一次整理されたもの

であっても、そのことを提案者に明らかにできることが、制度や法令等の周知に一定

の役割を果たすものであることから、今後も、地域意見交換会の開催を含め、様々

な工夫をしながら、新たな提案の募集に努める必要がある。

○ また、道民提案の募集を通じて、地域の人々がアイデアを出すだけでなく、それ

を具体的な取組にまでつなげることができるような仕組みも検討すべきである。
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（４）庁内提案について

○ 道自らが施策の遂行や業務処理の改善のため、特区提案を有効に活用すべき

であり、今後さらに、庁内提案に積極的に取り組む必要がある。

○ 道州制を目指して地方分権を進めるという観点から、国の地方分権改革推進委

員会で検討されている内容（国の関与・義務付け・枠付けの廃止など）の中からも、

道として積極的に提案に向けた検討を進める必要がある。

（５）その他

○ 道州制特区の審議は、将来の道州制を展望しながら、道民ニーズに応え、道民

の声を直接国に届けるためのものであることからも、本委員会の審議がより多くの道

民・国民に関心をもっていただけるよう努力していくと同時に、より多くの委員が出席

できる審議日程の確保について十分配慮する必要があること。

２ 個別の事項

（１）道民提案（３１４件）の検討結果について

○ 道民提案（３１４件）については、一通り審議を終了したところであるが、棄却という

取扱をしたものはなく、今後とも、様々な状況に柔軟に対応しながら、これら貴重な

財産が新たな提案につながるよう、有効活用されたい。

また、十分な審議を行うため、関係団体・部局へのより一層の働きかけを行うな

ど、必要な資料の確保に努められたい。

○ 継続検討という取扱をした次の３つの事項については、それぞれの状況に応じ

て、今後、検討されたい。

① カジノ

地域において市民の合意を得た上でのカジノ誘致に関する正式な意思表示の

状況など。

② 自由貿易地域

提案者における具体的な内容の検討状況など。

③ 空港

空港別収支など空港に関する国の情報開示の状況など。

（２）庁内提案に係る継続案件について

○ 『「特区理学療法士」・「特区作業療法士」資格の創設』については、審議の結果、

答申に向けて前向きに対応すべきとの結論を得たところであるので、今後、積極的

に対応されたい。
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委員修正後

次期委員会への申し送り事項

道州制特別区域提案検討委員会

（任期： H19.7.30 ～ H21.7.29 ）

１ 総括的な事項

（１）審議の進め方について

○ 道民提案を募集し、それをもとに審議していくというこれまでの手法については、

道民のニーズに応えた提案を直接国に届けることで、道民に道州制や道州制特区

を理解していただくという点などに大きな意義がある。

○ 寄せられた道民提案の背景や提案に関わる道内の実情をより的確に把握するた

め、関係者からの意見聴取は重要であることから、今後も、地域や関係団体等の意

見が審議に反映されるよう、意見聴取の機会を多く設ける必要がある。

（２）審議・答申分野について

○ 道民提案（３１４件）については、一通り審議を終了し、「地域医療」、「食やくらし

の安全・安心」、「環境」、「観光」、「地域再生・地方自治」など、多岐にわたる分野に

ついて、２７項目の答申を行ったところであるが、今後は、本道の特性（農業や観光

が基幹産業であること、豊かな自然環境に恵まれていること、安全・安心な食を提供

していることなど）や現状（地域医療体制崩壊の危機、少子・高齢化の進展、雇用・

経済の悪化など）を踏まえ、本道の持つ強みをさらに強めるような分野や、弱みの克

服につながるような分野において、関係分野の審議会等との連携や関係団体との

意思疎通を図るよう努力しながら、さらに審議を重ねていく必要がある。

（３）道民提案について

○ 道民から寄せられた貴重な道民提案を、より有効に活用していくことが大切であ

り、審議を一旦終了したものについても、再検討する必要がある。したがって、地域

医療をはじめ、経済、環境、福祉、地方自治など多種多様な内容を含む、これまで

の道民提案（３１４件）についても、さらなる活用を図っていくことが有効な方策の一

つである。

○ 道民提案については、募集そのものが道州制特区の普及啓発につながるもので

あること、また、「特区提案によらなくても対応可能なもの」と第一次整理されたもの

であっても、そのことを提案者に明らかにできることが、制度や法令等の周知に一定

の役割を果たすものであることから、今後も、地域意見交換会の開催を含め、様々

な工夫をしながら、新たな提案の募集に努める必要がある。

○ また、道民提案の募集を通じて、地域の人々がアイデアを出すだけでなく、それ

を具体的な取組にまでつなげることができるような仕組みも検討すべきである。
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（４）庁内提案について

○ 道自らが施策の遂行や業務処理の改善のため、特区提案を有効に活用すべき

であり、今後さらに、庁内提案に積極的に取り組む必要がある。

○ 道州制を目指して地方分権を進めるという観点から、国の地方分権改革推進委

員会で検討されている内容（国の関与・義務付け・枠付けの廃止など）の中からも、

道として積極的に提案に向けた検討を進める必要がある。

（５）その他

○ 道州制特区の審議は、将来の道州制を展望しながら、道民ニーズに応え、道民

の声を直接国に届けるためのものであることからも、本委員会の審議がより多くの道

民・国民に関心をもっていただけるよう努力していくと同時に、より多くの委員が出席

できる審議日程の確保について十分配慮する必要があること。

２ 個別の事項

（１）道民提案（３１４件）の検討結果について

○ 道民提案（３１４件）については、一通り審議を終了したところであるが、棄却という

取扱をしたものはなく、今後とも、様々な状況に柔軟に対応しながら、これら貴重な

財産が新たな提案につながるよう、有効活用されたい。

また、十分な審議を行うため、関係団体・部局へのより一層の働きかけを行うな

ど、必要な資料の確保に努められたい。

○ 継続検討という取扱をした次の３つの事項については、それぞれの状況に応じ

て、今後、検討されたい。

① カジノ

地域において市民の合意を得た上でのカジノ誘致に関する正式な意思表示の

状況など。

② 自由貿易地域

提案者における具体的な内容の検討状況など。

③ 空港

空港別収支など空港に関する国の情報開示の状況など。

（２）庁内提案に係る継続案件について

○ 『「特区理学療法士」・「特区作業療法士」資格の創設』については、審議の結果、

答申に向けて前向きに対応すべきとの結論を得たところであるので、今後、積極的

に対応されたい。
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